
 
 

ホームヘルプステーションぶなの園 利用料金表（負担割合：1割） 

 

［訪問介護］ 

             1回あたり （単位：円） 

 

項   目 

サービスに要する時間 

20分以上 

30分未満 

30分以上 

60分未満 
60分以上 

60分以上 

(30分増すごとに) 

20分以上 

45分未満 
45分以上 

身
体
介
護 

１.基本料金（所定単位） 248 394 575 83   

２.特定事業所加算Ⅱ 24 39 57 8   

３.特別地域加算（15％） 37 59 86 12   

４.利用料金(１+２+３) 309 492 718 103   

生
活
援
助 

５.基本料金（所定単位）     181 223 

６.特定事業所加算Ⅱ     18 22 

７.特別地域加算（15％）     27 33 

８.利用料金(５+６+７)     226 278 

通
院
乗
降 

９.基本料金（所定単位） 98 

10.特定事業所加算Ⅱ 9 

11.特別地域加算（15％） 14 

12.利用料金(９+10+11) 121 

※新規の方に対してサービス提供責任者が初回訪問または初回同行した場合、1 月につき 200 円

が加算されます。 

※2人の訪問介護員を派遣してサービスを提供した場合、サービス費が上記の 2倍になります。 

※上記の他に介護職員処遇改善加算（サービス費と各種加算の費用×13.7％／月）が加わります。 

※負担割合が 2割の方はサービス費及び各種加算が上記の 2倍、3割の方は 3倍になります。 

※介護タクシーを利用する場合の運賃は、5km 未満までが 600 円、5km 以上 15km 未満までが 700

円となり、15km以上は 1kmにつき 50円が加算されます。 

平成 30年 4月 1日改定 

 

［介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス］ 

                   （単位：円） 

 事業対象者 要支援１ 要支援２ 

週 1回程度の利用 266（1回につき） 1,168（1月につき） 1,168（1月につき） 

※月に 5回利用の場合 1,168（1月につき）   

週 2回程度の利用  2,335（1月につき） 

週 2回を超える利用  3,704（1月につき） 

※新規の方に対してサービス提供責任者が初回訪問または初回同行した場合、1 月につき 200 円

が加算されます。 

※上記の金額に特別地域加算（所定費用の 15％）が加わります。 

※上記の他に介護職員処遇改善加算（サービス費と各種加算の費用×13.7％／月）が加わります。 

※負担割合が 2割の方はサービス費及び各種加算が上記の 2倍、3割の方は 3倍になります。 

※介護タクシーを利用する場合の運賃は、5km 未満までが 600 円、5km 以上 15km 未満までが 700

円となり、15km以上は 1kmにつき 50円が加算されます。 

平成 30年 4月 1日改定 



 
 

［障害者総合支援事業 居宅介護］ 

【身体介護】                                （単位：円） 

項   目 

サービスに要する時間 

30分未満 
30分以上 

60分未満 

60分以上 

90分未満 

90分以上 

120分未満 

１.基本料金（所定単位） 248 392 570 651 

２.特別地域加算（15％） 37 58 85 97 

３.利用料金(１+２) 285 450 655 748 

 

【家事援助】                                （単位：円） 

項   目 

サービスに要する時間 

30分未満 
30分以上 

45分未満 

45分以上 

60分未満 

60分以上 

75分未満 

75分以上 

90分未満 

90分以上 

30分ごとに 

１.基本料金（所定単位） 102 148 191 231 267 ＋34 

２.特別地域加算（15％） 15 22 28 34 40 ＋5 

３.利用料金(１+２) 117 170 219 265 307 ＋39 

 

【身体介護を伴わない通院等介助】                      （単位：円） 

項   目 

サービスに要する時間 

30分未満 
30分以上 

60分未満 

60分以上 

90分未満 

90分以上 

30分ごとに 

１.基本料金（所定単位） 102 191 267 ＋68 

２.特別地域加算（15％） 15 28 40 ＋10 

３.利用料金(１+２) 117 219 307 ＋78 

 

【通院等乗降介助】                             （単位：円） 

1.基本料金（所定単位） 98 

2.特別地域加算（15％） 14 

3.利用料金（1＋2） 112 

 

※新規の方に対してサービス提供責任者が初回訪問または初回同行した場合、1 月につき 200 円

が加算されます。 

※2人の訪問介護員を派遣してサービスを提供した場合、サービス費が上記の 2倍になります。 

※介護タクシーを利用する場合の運賃は、5km 未満までが 600 円、5km 以上 15km 未満までが 700

円となり、15km以上は 1kmにつき 50円が加算されます。 

平成 30年 4月 1日改定 

 


